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は じ め に 

 

本市では，交通安全対策の総合的な推進を図るため，交通安全対策基本法（昭

和４５年法律第１１０号）に基づき，昭和４６年度以降，これまで８次にわたる

交通安全計画を策定し，国，県，警察等の関係機関や団体と連携のもと各般の交

通安全対策を実施してきました。 

その結果，昭和４５年には８３人であった交通事故死者数は，平成２２年には

２８人とほぼ３分の１まで減少しました。 

これは，行政や関係する交通安全団体のみならず，市民一人ひとりの長年にわ

たる努力の成果であると考えられます。 

しかしながら，交通事故の発生件数は年間３，０００件を超える状況で推移し

ており，更なる減少が求められています。交通事故の防止は，市や関係機関だけ

でなく，市民一人ひとりが全力を挙げて取り組まなければならない緊急かつ重要

な課題であり，「交通事故のない社会」の実現を目指し，交通安全に関する総合

的かつ長期的な施策の大綱を定め，これに基づいて諸施策を強力に推進していか

なければなりません。 

このような観点から交通安全対策基本法に基づき，平成２３年度から平成２７

年度までの５年間に講ずるべき交通安全に関する施策の大綱を定めた「第９次宇

都宮市交通安全計画」を宇都宮市交通安全審議会からの答申を得て策定しました。 

本市の交通事故を防止するため，この計画に基づき，市民と各関係機関等が一

体となって交通安全施策を推進することにより，「みんなが安心して暮らせるま

ち」を目指していきます。 
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